
 

 

様式１－２－４－１ 中期目標管理法人 中期目標期間評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項）様式 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅰ－２－５ 公害健康被害予防事業を担う人材の育成 

関連する政策・施策 － 当該事業実施に係る根拠（個

別法条文など） 

公害健康被害の補償等に関する法律（昭和 48 年法律第 111 号）第 68 条の

規定に基づく公害健康被害予防事業 

独立行政法人環境再生保全機構法第 10条第 1項第 2号 

当該項目の重要度、難易

度 

重要度：「高」 ぜん息患者のアドヒアランスの向上させるために

患者教育ができるコメディカルスタッフを養成する

こと及び予防事業の担い手となる地方公共団体職員

の育成は今後の予防事業の実施に不可欠である。 

関連する政策評価・行政事業

レビュー 

７．環境保健対策の推進 

７－１．公害健康被害対策（補償・予防） 

 

 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 基準値 

（前中期目標期間最

終年度値等） 

２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度  ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 

研修受講者

による評価 

研修の受講

者に対して

アンケート

調 査 を 行

い、有効回

答者の 80

パーセント

以上から 5

段階評価で

上位 2段階

までの評価

を得る。 

同左 96％ 98％ 98％ 99％  

予算額（千円） 1,084,950 989,182 950,667 867,370  

研修受講者

の所属上長

による評価 

左記の研修

受講者の所

属上長に対

して追跡調

査を行い、

有効回答者

の 80 パー

セント以上

から「研修

成果を効果

的に活用で

同左 95％ 96％ 100％ 100％  

決算額（千円） 933,450 911,223 864,405 812,544  
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きている。」

などのプラ

ス評価を得

る。 

        経常費用（千円） 921,362 918,911 876,296 827,189  

        経常利益（千円） 25,032 △58,467 △26,423 △30,625  

        行政サービス実施コ

スト（千円） 

122,251 183,721 182,219 192,264  

        従事人員数 16 16 16 16  

注）予算額、決算額は支出額を記載。人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載 

３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 主な評価指標等 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 

  

地方公共団体が実

施する健康被害予

防事業の従事者が

事業への理解を深

め、事業実施に必

要な知識を習得す

るための研修を実

施すること。 

また、受講者への

アンケート調査の

回 答 者 の う ち

80％以上の者から

満足が得られるよ

うにすること。 

 

地方公共団体が

実施するソフト

３事業及び大気

環境の改善事業

の従事者を対象

に、各事業への

理解を深めると

ともに事業実施

に必要な知識及

び技術を理論

的・実践的に習

得することを目

的とした効果的

な研修を実施す

る。 

また、地域にお

いて、ぜん息患

者等に対して指

導を行う看護師

等の患者教育ス

タッフを養成す

るための研修を

実施する。 

実施に当たって

は、研修ニーズ

を把握し、その

＜主な定量的指

標＞ 

研修受講者及び

研修受講者の所

属上長による評

価 

 

＜その他の指標

＞ 

 － 

 

＜評価の視点＞ 

予防事業の事業

環境の変化を踏

まえた研修事業

となっているか。

また、実際に効果

的な研修となっ

ているか。 

＜主要な業務実績＞ 

（１）患者教育の担い手となる

人材育成 

・予防事業の担い手である地方

公共団体の体制が縮小傾向に

あり、ソフト３事業の企画や実

施を担う職員や保健師の不足

を受けて、今後、求められる人

材像について外部有識者によ

る検討会を組織し検討を行い、

「患者教育の充実に向けた予

防事業における人材育成、支援

に関する総合的な取組」（以下

「基本方針」という。）を策定

した。 

・基本方針により従来の事業に

必要となる基礎知識の習得を

目的とした「事業研修」（基礎）

に加え、ぜん息患者の自己管理

の支援（患者教育）ができる専

門性の高い人材育成を目的と

した「人材育成研修」（専門）

を新設し、研修を実施した。 

・「人材育成研修」（専門）では、

レベル毎にコースを設け、上級

コースでは、患者教育の指導者

を育成するため高度なスキル

＜評定と根拠＞ 

 

自己評価： Ａ 

 

評価理由： 

・事業を実施する地

方公共団体の実施体

制の変化（組織改編

等の人員の縮小）を

受けて、これから予

防事業を担う人材の

育成、さらに、ぜん

息等の治療法の変化

に対応するため、ぜ

ん息患者の自己管理

を支援するスタッフ

や指導者の育成を目

的とした新たな研修

を実施している。 

・受講者から毎年

95％以上の評価を

得、上長の評価も高

く、30年度も高い評

価の維持を見込む。 

 

 

 

評定 Ａ 評定 － 

＜評定に至った理由＞ 

公害健康被害予防事業は、大気汚染によ

る健康被害の予防の観点から、地域の人口

集団を対象として、健康相談、健康診査、

機能訓練等の事業を実施するものである

が、事業が創設された昭和 63 年から 30

年が経過し、事業を取り巻く環境が大きく

変わってきている。本事業の実施主体であ

る地方公共団体については、人員の削減に

より体制が縮小されており、担当者が様々

な業務と兼任するケースが増えている。こ

のため人員不足から事業を縮小又は断念

するケースもある。また、ぜん息について

は、小児を中心に患者が発生しているが、

最近の治療は患者自身による自己管理を

重視する方向に変わってきていることか

ら、小児健診等における指導等の需要は高

まっている。 

このような背景のもとで、機構では、予

防事業に必要な人材を、地方公共団体職

員、看護師等の医療関係者といった立場に

応じてそれぞれ求められる知識及び指導

方法等のスキルのレベルを区分し、育成す

ることを目的に研修事業を再編した。その

結果研修は、地方公共団体の担当者から患

者教育を実践する指導者の育成、更にその

－ 
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内容を研修のカ

リキュラム作成

（講座内容、講

師）等に反映さ

せることによ

り、有効回答者

のうち 80％以上

の者から５段階

評価で上から２

段階までの評価

を得ることを達

成するなど、質

の向上を図る。 

なお、当該年度

の研修に参加し

たソフト３事業

従事者を対象に

追跡調査を実施

し、平均 80％以

上から「研修成

果を効果的に活

用できている」

などのプラス評

価を得る。 

の習得を目的に、看護師、保健

師、理学療法士を対象に、医学

専門家の協力を得て、集合研修

と医療現場での実習とをあわ

せた研修を実施した。 

・研修ニーズを把握し、その内

容を研修カリキュラムに反映

することにより、有効回答者の

うち 80％以上の者から５段階

評価で上から２段階までの評

価を得るとの目標に対し、毎年

96％以上の評価を得ており、30

年度も高い評価を見込む。 

・ソフト３事業の従事者を対象

とした研修受講者の所属上長

に対して追跡調査を行い、有効

回答者の 80％以上から「研修成

果を効果的に活用できてい

る。」などのプラス評価を得る

との目標に対し、毎年 95％以上

の評価を得ており、30年度も高

い評価を見込む。 

・人材育成研修の修了者には、

今後の予防事業の実施に当た

り講師やスタッフとして「予防

事業人材バンク」への登録を依

頼し、多くの登録者を得た。 

 

（２）予防事業人材バンクを活

用した事業実施体制の強化 

・予防事業人材バンクには、人

材育成研修の終了者のほか、講

習会等を通じて呼吸器・アレル

ギーの学会等が認定する患者

教育・指導の専門のライセンス

を有する指導者にも広く登録

の協力依頼を行い、これまで

561人（小児ぜん息 196人、成

人ぜん息等 365人）の登録を得

た。 

・予防事業人材バンクの登録者

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・新たに予防事業人

材バンクを創設し、

人材育成研修の修了

者のほか、講習会等

を通じて患者教育・

指導の専門のライセ

ンスを有する指導者

に登録を呼び掛け、

561 名の登録を得

て、既に登録者の協

力を得て新たに事業

を実施している。ま

た、予防事業以外に

指導者育成を行うエキスパートの養成ま

での様々なコースが設定され、幅広く人材

を育成する研修プログラムを専門医や学

会等の協力を得て構築するとともに、e-

ラーニングにも対応してきめ細かく実施

し、研修の受講者及びその上長から目標を

上回る非常に高い評価を得られている。 

以上により、本事業は目標の 120%以上

を達成し、予防事業を含めてぜん息治療に

おける患者教育の指導者育成に貢献する

など、目標を上回る成果があったと認めら

れる。 

 

＜今後の課題＞ 

 特になし。 

 

＜その他事項＞ 

特になし。 
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は、登録者の個人情報にも配慮

しつつ、地方公共団体に事業ス

タッフとして紹介を行い、協力

を依頼している。 

・新規事業の実施や既存事業の

内容の拡充を図るため、機構か

らも予防事業人材バンクの登

録者の紹介とあわせ事業ノウ

ハウと企画立案の補助をパッ

ケージ化して地方公共団体に

対し提供し、これまでに４地方

公共団体において延べ 14 人の

登録者の協力を得て事業を実

施した。 

・予防事業人材バンクの登録者

に行った活動報告アンケート

によれば、専門研修受講者が予

防事業だけではなく地域の保

健衛生の現場で講師やスタッ

フとして活躍している。 

 

 

も登録者が地域の保

健衛生の現場で講師

やスタッフとして活

躍している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜課題と対応＞ 

・受講者・上長への

アンケートでは、全

ての年度において目

標値を上回る高い評

価を得る見込み。 

・これまでに予防事

業人材バンクには多

数の登録をいただい

ており、今後は登録

者の知識・技能と現

場でのニーズとの調

整を図りながら、ど

のように事業に展開

していくか検討す

る。 

 

４．その他参考情報 
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様式１－２－４－１ 中期目標管理法人 中期目標期間評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項）様式 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅰ－２－６ 関係地方公共団体の事業に対する助成 

関連する政策・施策 － 当該事業実施に係る根拠（個

別法条文など） 

公害健康被害の補償等に関する法律（昭和 48年法律第 111号） 

第 68条の規定に基づく公害健康被害予防事業 

独立行政法人環境再生保全機構法第 10条第 1項第 2号 

当該項目の重要度、難易

度 

重要度：「高」 地方公共団体が行う健康診査、健康相談、機能訓

練は予防事業の中核をなす事業である。 

 

関連する政策評価・行政事業

レビュー 

７．環境保健対策の推進 

 ７－１．公害健康被害対策（補償・予防） 

平成 30年度行政事業レビューシート 事業番号 0263 

 

 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 基準値 

（前中期目標期間最

終年度値等） 

２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度  ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 

ソフト３事

業が助成事

業費全体に

占める割合 

80％以上 同左 92.8％ 95.4％ 96.3％ 95.1％  

予算額（千円） 1,084,950 989,182 950,667 867,370  

        決算額（千円） 933,450 911,223 864,405 812,544  

        経常費用（千円） 921,362 918,911 876,296 827,189  

        経常利益（千円） 25,032 △58,467 △26,423 △30,625  

        行政サービス実施コ

スト（千円） 

122,251 183,721 182,219 192,264  

        従事人員数 16 16 16 16  

注）予算額、決算額は支出額を記載。人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載 

３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 主な評価指標等 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 

  

助成事業について

は、対象となる地

方公共団体及び地

域住民のニーズを

継続して把握する

とともに、効果の

ある事業に重点化

を図ること。 

 

環境保健分野に

係る助成事業に

ついては、第二

期中期目標期間

中における事業

効果等を踏ま

え、重点的推進

事項を定め、地

域住民のぜん息

＜主な定量的指

標＞ 

 

 

＜その他の指標

＞ 

 

 

＜評価の視点＞ 

＜主要な業務実績＞ 

（１）助成事業メニューの見直

し 

① 健康相談事業に、ぜん息患

者等と接する機会を有する専

門職（教職員、養護教諭、保育

士）への知識の普及・啓発する

ための事業を追加した。 

② 健康診査事業について、国

の統計や調査研究の成果など

＜評定と根拠＞ 

 

自己評価： Ａ 

 

評定理由： 

・運用収入の大幅な

減少するなか、自立

支援型公害健康被害

予防事業補助金も活

用し、環境保健分野

評定 Ｂ 評定 － 

＜評定に至った理由＞ 

公害健康被害予防事業は、ぜん息及び

COPD の発症予防及び増悪予防の観点か

ら健康相談、健康診査、機能訓練等の事業

を実施するものであり、制度設計上は基金

の運用益を 25億円程度と見込んでいた。

しかし、時間の経過とともに市中金利は低

下し、それに伴い運用益も減少した。第 3

期中期計画期間の初年度である平成 26年

－ 
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等の発症予防及

び健康回復に直

接つながる事業

を優先的に採択

するなど重点化

を図るととも

に、関係地方公

共団体や地域住

民のニーズ等を

踏まえたより効

果的・効率的実

施に向けた取組

を推進する。 

なお、ソフト３

事業について

は、事業実施効

果の測定及び把

握に努め、事業

の評価、分析を

継続して行い、

その結果を踏ま

えた事業内容を

検討し、効果の

ある事業内容に

重点化を図るも

のとする。 

環境改善分野に

係る助成事業に

ついては、真に

必要な事業に限

定して実施す

る。 

から３～４か月健診を廃止し、

スクリーニングの対象をぜん

息発症のピークの年齢層であ

る幼児に重点化を図った。 

③ 機能訓練事業について、ぜ

ん息治療の変化に伴い、鍛錬を

主たる目的としたぜん息キャ

ンプ等の事業だけでなく、地方

公共団体の企画立案により自

己管理の技術やノウハウを習

得できる事業ができるように

した。 

④ 環境改善分野では、予防事

業対象地域で一部環境基準を

達成できていない地域の実情

にあわせて事業メニューを見

直し、地域が抱える課題解決に

向けた計画作成を実施できる

ようにした。 

⑤ 医療機器整備事業につい

て基準額を大幅に削減した。 

 

（２）見直し後の事業メニュー

の定着に向けた取組 

・助成金交付要綱を一部改正で

は、見直し後の事業メニューを

円滑に実施するため、地方公共

団体へ実務者連絡会議で丁寧

に説明し調整を図った。 

・見直し後の事業メニューの定

着のため、実務者連絡会議のほ

か研修の場も活用して、先進的

に取り組んでいる地方公共団

体の取組状況を紹介するなど

情報の共有を図り、事業開始前

年度の要望事項のヒアリング

の際にも積極的に機構から働

きかけを行った。 

 

（３）事業実施効果の測定と把

握 

の健康相談、健康診

査、機能訓練事業の

ソフト３事業につい

て、これまで以上に

地域住民のぜん息等

の発症予防、健康回

復に直接つながる事

業に重点を置いた見

直しを行い、助成金

交付要綱の一部改正

を行っている。 

・見直し後の事業メ

ニューの効果は、見

直し前のそれと同程

度の効果を維持して

いる。 

・環境改善分野では、

真に必要な事業に限

定して実施してい

る。 

 

 

・実務者連絡会議や

研修の場で好事例の

発表を行うなど、見

直し後の事業メニュ

ーの定着を図ってい

る。（ソフト３事業参

加者数；平成 27年度

125,643人→平成 29

年度 138,013 人） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

度に約 8億円であった運用益も平成 29年

度には約 5.6億円まで低下し、今後、更に

低下する見込みとなっている。 

このように急激に事業予算が縮小して

いく中で、事業の実効性を担保しつつ経費

を大幅に削減することが求められたため、

事業の重点化と効率化を念頭に助成メニ

ューの改定を行った。具体的には健康相

談、健康診査、機能訓練の 3事業を事業の

柱として位置づけ、助成単価及び対象メニ

ューの見直しを行うとともに、改訂後のメ

ニューについて地方公共団体への説明を

丁寧に行うことによって事業費の総額を

抑えつつ事業効果の最大化を図った。 

その結果、発症予防上の観点からはそれ

ほど重要でない健康診査事業の 3~4 ヶ月

健診を廃止したことによる参加者数の減

少はあったものの、その後は順調に参加者

数も増加し、助成事業の中核としてぜん息

の発症予防及び増悪予防に貢献している。 

以上により、中期目標を満たしていると

認められる。 

 

＜今後の課題＞ 

 特になし。 

 

＜その他事項＞ 

 特になし。 
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・地方公共団体が直接、事業の

評価・分析が行えるよう、機構

が構築した「集計・分析システ

ム」を使って、ソフト３事業の

実施効果の測定・把握のための

調査を行った。 

・調査結果について、翌年度の

事業に反映できるよう地方公

共団体にフィードバックした。 

・各地方公共団体の事業実施状

況のほかソフト３事業での特

徴ある取組や実施上の工夫な

どを事例集として冊子に取り

まとめ、効果測定の結果とあわ

せて情報共有を図った。 

 

・ソフト３事業を効

果的・効率的に実施

していくため、事業

実施効果の測定及び

把握に努め、事業の

評価、分析を継続し

て行っており、また、

測定結果は地方公共

団体にフィードバッ

クしている。 

 

 

 

＜課題と対応＞ 

・運用収入の大幅な

減少があったもの

の、事業ターゲット

を絞り込み、必要性

の高い事業に集中し

たことで、参加者数、

効果測定の結果など

から、より効果的・

効率的に事業が実施

される見込み。 

 

・平成 27年度から開

始した見直し後の助

成事業メニューの定

着を図るため、地域

住民のニーズを踏ま

えつつ、引き続き

様々な機会を通じて

関係地方公共団体へ

のソフト面での支援

を積極的に行う必要

がある。 

 

 

４．その他参考情報 
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様式１－２－４－１ 中期目標管理法人 中期目標期間評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項）様式 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅰ－３－１ 助成事業に係る事項 

関連する政策・施策 － 当該事業実施に係る根拠（個

別法条文など） 

独立行政法人環境再生保全機構法第 10 条第 1 項第 3 号 

当該項目の重要度、難易

度 

－ 関連する政策評価・行政事業

レビュー 

８．環境・経済・社会の統合的向上 

 ８－３．環境パートナーシップの形成 

平成 30 年度行政事業レビューシート 事業番号 0314 

 

２．主要な経年データ  

 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 基準値 

（前中期目標期

間 最 終 年 度 値

等） 

２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度  ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 

企業協働プ

ロジェクト

の実施によ

る助成増加

額 

－ － － 900 万円 

  

900 万円 

 

900 万円  予算額（千円） 981,864 978,521 1,122,404 1,048,622  

若手プロジ

ェクトリー

ダー育成人

数 

毎年度 10 人

程度 

－ 16 人 

 

24 人 

（うち、新

規 採 択 者

10 人） 

33 人 

（うち、新

規 採 択 者

12 人） 

40 人 

（うち、新

規 採 択 者

12 人） 

 決算額（千円） 867,208 916,344 919,493 942,374  

評価対象団

体数 

－ 8 団体 84 団体 140 団体 182 団体 209 団体  経常費用（千円） 867,208 916,344 919,493 947,738  

概算払い団

体数 

－ － － 18 団体 33 団体 

 

31 団体  経常利益（千円）  867,426 916,006 917,973 －  

他の主体と

の連携会議

実施回数 

－ － 3 回 

 

5 回 13 回 13 回  行政サービス実施コ

スト（千円） 

696,304 694,207 745,557 780,675  

 Excel マ ク

ロファイル

利用率 

－ 82.8％ 93.9％ 77.0％ 84.1％ 93.2％   従事人員数   11.5 

 

11.5 11.5 11.5  

 助成対象分

野への重点

化 

－ 83.2％ 79.6％ 80.2％ 95.9％ 98.2％         

 海外助成ア － 90.5％ 92.7％ 86.5％ 74.4％ 72.3％          
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ジア太平洋

地域への重

点化 

 

 これまで助

成を受けた

ことのない

団体への助

成件数 

全助成件数の

2 割以上 

20％ 26.4％ 

 

23.7％ 

 

26.8％ 20.3％         

 交付決定処

理期間 

平均処理期間

30 日間以内 

30 日 

 

28 日 

 

27 日 

 

26 日 

 

26 日         

 支払申請処

理期間 

平均処理期間

4 週間以内 

28 日 27.7 日 

 

25.4 日 

 

23.7 日 

 

24.4 日         

                

注）予算額、決算額は支出額を記載。人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載 

 

３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 主な評価指標等 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 

  

（１）助成の重点

化等 

助成対象につい

て、国内助成につ

いては、地球温暖

化防止、３Ｒ（リ

デュース、リユー

ス、リサイクル）、

生物多様性の保全

及び東日本大震災

復興等、環境基本

計画の重点分野等

の国の政策目標や

社会情勢等を勘案

するとともに、海

外助成について

は、開発途上地域

のうちアジア太平

洋地域を中心とす

るなどの重点化を

図ることとする。 

 

（１）助成の重

点化 

助成対象につい

ては、国内助成

では地球温暖化

防止、３Ｒ（リ

デュース、リユ

ース、リサイク

ル）、生物多様性

の保全及び東日

本大震災復興等

環境基本計画の

重点分野等の国

の政策目標や社

会情勢等を勘案

するほか、海外

助成では開発途

上地域のうちア

セアン地域など

のアジア太平洋

地域を中心とす

＜主な定量的指

標＞ 

・企業協働プロジ

ェクトの実施に

よる助成増加額 

 

・若手プロジェク

トリーダー育成

人数 

 

・評価対象団体数 

 

・概算払い団体数 

 

・他の主体との連

携会議実施回数 

 

＜その他の指標

＞ 

・Excel マクロフ

ァイル利用率 

 

＜主要な業務実績＞ 

（１）助成の重点化 

①助成対象 

ア.国の政策目標等を勘

案して作成された重点

配慮事項に基づき助成

対象活動の採択を行

い、実施している。 

 

イ .海外案件について

は、開発途上地域のう

ちアジア太平洋地域を

中心に採択を行ってい

る。 

 

ウ.前中期目標期間の最

終年度にあたる平成 25

年度に行った「今後の

地球環境基金あり方検

討」の取りまとめを踏

まえ、平成 26 年度に新

たな助成メニュー（フ

＜評定と根拠＞ 

 

自己評定：Ａ 

 

評定理由： 

中期計画及び各年度計画に

掲げる目標を達成した上で、

以下の新たな取組を行った

ことから、見込評価を「Ａ」

とした。 

 

・平成 26 年度から、これか

らの環境保全活動の手本と

なる先進的な活動を見出し

支援する「フロントランナー

助成」、今後の環境保全活動

の基礎となる重要な国際交

渉や会議への参画を支援す

る「プラットフォーム助成」、

東日本大震災被災地の環境

保全を支援する「復興支援助

成」（平成 29 年度からは熊本

評定                   B 評定 － 

＜評定に至った理由＞ 

 中期計画に沿って適正に事業が実施さ

れている。 

 

・26 年度に創設した「企業協働プロジェ

クト」を活用し、（一社）日本釣用品工

業会からの寄付の一部を財源とした助

成を継続して実施するなど、運用益によ

ることのない助成規模の拡大が図られ

た。 

 

・国の政策目標等を勘案して作成された重

点配慮事項を勘案しつつ助成対象活動

の採択を行い、結果として当該重点配慮

事項に該当する助成件数が各年度にお

いておよそ 8割を超えるなど、活動分野

による助成の重点化が図られた。 

 

・海外案件に占めるアジア太平洋地域にお

ける助成案件の割合が期間を通じて 7

割を超えるなど、地域による助成の重点

－ 
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その上で、民間団

体による環境保全

活動の持続的な発

展に資する視点か

ら、成果・効果の

向上に着目した取

組や、主体間の連

携による活動、活

動展開に役立つ人

材育成も視野に入

れた活動への重点

化を図るなどし

て、より効果的に

事業を実施するこ

と。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

るなどの重点化

を図る。 

その上で、民間

団体による環境

保全活動の持続

的な発展に資す

る視点から、成

果・効果の向上

に着目した取組

や、主体間の連

携による活動、

活動展開に役立

つ人材育成も視

野に入れた活動

への重点化を図

るなどして、よ

り効果的に事業

を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・助成対象分野へ

の重点化 

 

・海外助成アジア

太平洋地域への

重点化 

 

・これまで助成を

受けたことのな

い団体への助成

件数 

 

・交付決定処理期

間 

 

・支払申請処理期

間 

 

＜評価の視点＞ 

・中期計画に定め

られた項目に加

え、今日の民間環

境保全活動を取

り巻く状況に対

応し、これを支援

するため、適切な

助成その他の活

動を行っている

か 

ロントランナー助成、

プラットフォーム助

成）や、環境ＮＧＯ・

ＮＰＯの人材育成策

（若手プロジェクトリ

ーダー育成支援プログ

ラム）を創設し実施す

ることで、助成の成

果・効果の向上を図っ

た。 

また、国連持続可能な

開発のための教育の 10

年に関連する環境保全

活動及び東京 2020 大

会の開催に関連する環

境保全活動への助成支

援や、東日本大震災や

熊本地震の被災地域に

おける環境保全を通じ

て復興に貢献しようと

する活動への助成支援

を、特別助成や復興支

援助成として実施する

ことで、社会情勢等を

踏まえた環境保全活動

への重点化を図るとと

もに、外部有識者から

なる「団体の成長と自

立に向けた助成方針検

討委員会（以下、助成

方 針 検 討 委 員 会 ）

（H27.12～H28.10）」

の提言を踏まえ、地域

活動の定着を支援する

「つづける助成」を創

設し、平成 29 年度から

実施した。 

 

②効果的な事業実施に

向けた取組 

ア.若手プロジェクトリ

地震被災地における支援も

追加）を開始し、さらには平

成 28 年度から、東京 2020

の開催に関連する環境保全

活動の支援を「特別助成」と

して開始するなど、地球環境

基金が支援する環境保全活

動によって生み出される社

会的価値を明確に打ち出し

た助成を適宜検討し、創設、

運用することができた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・平成 27 年 12 月から平成

28年10月に設置した助成方

針検討委員会の提言を踏ま

え、平成 29 年度に「つづけ

る助成」を創設し、地域活動

の定着に向けた助成支援を

開始した。 

 

 

 

 

・平成 26 年度から、３年間

の助成に合わせて年３回ず

つ（計９回）実施する研修等

を通して、多様なステークホ

ルダーとの関わりや技能の

向上を学び、環境ＮＧＯ・Ｎ

ＰＯの事業や活動に関する

化が図られた。 

 

・助成の成果・効果の向上を図ることを目

的として、平成 26 年度に「フロントラ

ンナー助成」、「プラットフォーム助成」

を、平成 29 年度には「つづける助成」

を新たな助成メニューとして創設しこ

れらを着実に実施した。また、平成 28

年度から開始した「復興支援助成」によ

る大規模災害被災地域における環境保

全を通じた復興支援活動への助成支援

や、「特別助成」による東京 2020 の開催

に関連する環境保全活動等に対する支

援を行うなど、社会情勢等を踏まえた環

境保全活動への支援の重点化が図られ

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・環境ＮＧＯ・ＮＰＯの事業や活動に関す

るプログラムを確立できる人材の育成

等を目的として平成 26 年度から開始し

た若手プロジェクトリーダー育成支援

制度においては、各年度において 10 名

以上の新規育成対象者を採択してきた
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（２）助成先の固

定化の回避 

助成金が特定の団

体への恒常的資金

として固定しない

よう、一つの事業

に対する助成継続

年数は原則として

３年間、特段の事

情がある場合でも

５年間を限度とす

る。 

また、これまでに

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）助成先固

定化回避 

一つの事業に対

する助成継続年

数は、３年間を

限度とし、特段

の事情がある場

合でも５年を超

えないこととす

ることを募集要

領に明記し厳正

に履行する。ま

た、助成事業の

ーダー育成支援プログ

ラム 

３年間の助成活動と研

修等を通して、多様な

ステークホルダーと関

わることで技能の向上

を図り、環境ＮＧＯ・

ＮＰＯの事業や活動に

関するプログラムを確

立できる人材を育成す

るとともに、支援後も

それぞれの地域で環境

ＮＧＯ・ＮＰＯの活動

が自立、発展していく

ことを目指して、平成

26 年度に、助成事業と

振興事業を有機的に組

み合わせた若手プロジ

ェクトリーダー育成支

援プログラムを立ち上

げ、これまでに若手プ

ロジェクトリーダー育

成支援対象者を 48 名

採択し、支援を行って

いる。 

 

イ.「企業協働プロジェ

クト」の活用 

近年の基金運用益の減

少に対応しつつ、企業

と環境ＮＧＯ・ＮＰＯ

の連携による活動を促

進するため、企業等が

特定の活動に対して直

接寄付するための助成

金に充てる「企業協働

プロジェクト」を平成

27 年度から立ち上げ、

LOVE BLUE 助成とし

て実施している。 

 

プログラムを確立できる人

材を育成する「若手プロジェ

クトリーダー育成支援制度」

を開始し、着実に育成支援の

人数を増やすことができた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ところであり、これまでに 48 名に対す

る支援を行うなど、着実に事業を実施し

ている。また、修了者が一般社団法人等

を設立して環境保全活動に携わるケー

スや、自ら作成したファンドレイジング

計画に基づいて資金を獲得し、これを活

用した新規事業を立ち上げる等の具体

的な成果も認められるところであり、効

果の高い事業が実施された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・外部有識者からなる助成方針検討委員会

において、助成先の固定化を回避するた

めの措置として助成継続年数の上限を

設けることを決定してこれを実施する

など、助成先の固定化の回避に向けた取

組が実施された。 
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基金の助成金を受

けたことのない団

体への助成につい

ては、基本的に助

成全体の２割以上

となるよう配慮す

るなどして、民間

団体による環境保

全活動の裾野の拡

大に努めること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

より効果的な周

知広報の実施、

助成実績の少な

い地域での重点

的な助成金説明

会の開催、これ

まで地球環境基

金の助成金を受

けたことのない

団体に助成（基

本的に助成全体

の２割以上）を

行うことなどに

より、助成対象

の裾野の拡大に

引 き 続 き 努 め

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）助成先固定化回

避 

①助成制度の見直しに

よる継続年数の上限設

定 

外部有識者からなる助

成方針検討委員会を立

ち上げ、平成 27 年度に

地球環境基金の助成を

受けた団体について、

収入等の調査や、助成

年数の多い団体を抽出

してヒアリングを行っ

た。助成方針検討委員

会では、環境保全活動

を行う民間団体の発展

に資する助成のあり方

について検討を行い、

助成先固定回避のた

め、助成継続年数の上

限を設けることを決定

し、平成 29 年度からの

募集案内に反映を行っ

た。 

 

②助成事業の周知広報 

ア 助成金説明会の開

催 

地球環境基金主催で、

環境ＮＧＯ・ＮＰＯの

数が多い地域、要望件

数の少ない地域を中心

に、毎年全国９箇所で

助成金説明会を行っ

た。また、他の助成金

運営団体（企業財団な

ど）と共催で合同説明

会を東京および各地

（北海道、関西、九州

ほか）にて開催した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・環境ＮＧＯ等が多い地域や要望件数の少

ない地域に重点を置いた地球環境基金

主催による助成金説明会及び企業財団

などの助成金運営団体との共催による

合同説明会の開催に加え、募集案内冊

子、ホームページ、メール、SNS やリス

ティング広告による地球環境基金助成

金募集の周知が図られた。さらに、各年

度において、これまでに地球環境基金か

ら助成を受けたことのない団体に対す

る助成件数が全助成件数に占める割合

を 2割以上とするなど、助成対象の裾野

の拡大に向けた取組が実施された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 41 -



 

 

 

 

 

（３）処理期間の

短縮 

助成金の支給に当

たっては、厳正な

審査を引き続き実

施しつつ、事務手

続の効率化を図

り、１件当たりの

平均処理期間につ

いては、４週間以

内とすること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）第三者機関

による評価を踏ま

えた対応 

民間団体の代表者

等の参加を得た評

価委員会等の第三

者による事業の成

果の評価を踏ま

え、助成金交付の

募集要領・審査方

針の見直しを行う

こと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）処理期間

の短縮 

助成金の支給に

当たり、厳正な

審査を引き続き

実施しつつ、事

務手続の効率化

を図ること、審

査マニュアル等

の随時見直しに

よる担当者の審

査能力向上を図

ることなどによ

り、事務処理の

１件当たりの平

均処理期間を４

週 間 以 内 と す

る。 

 

（４）第三者機

関による評価を

踏まえた対応 

民間団体の代表

者等の参加を得

た第三者による

委 員 会 等 に よ

り、毎年具体的

な助成金交付に

係る募集要領と

審査方針を策定

の上、審査を行

い、結果を公表

する。 

助成した事業の

成果についても

評価を行い、評

価結果を公表す

るとともに、募

イ 各種媒体による周

知広報 

地球環境基金助成金募

集の周知を図るため、

募集案内（冊子）を

2,000 箇所以上へ送付

するほか、全国の環境

ＮＧＯ・ＮＰＯへのメ

ール送信、機構ホーム

ページ、SNS での案内

や、リスティング広告

を実施した。 

 

③地球環境基金助成を

受けたことのない団体

への支援 

環境保全活動に取り組

む団体の裾野を広げる

ため、全助成件数の２

割以上となるよう配慮

し、これまで地球環境

基金の助成を受けたこ

とのない団体を対象と

する助成に努めた。 

 

 

（３）処理期間の短縮 

助成金の支払申請の平

均処理期間について迅

速な処理等に努めた結

果、４週間以内にて処

理することができた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・平成 26 年度に評価要領を

改定し、一部の活動について

事後評価を行っていただけ

の評価から､３年以上の計画

を有する活動の全件につい

て、事前の目標共有や中間コ

ンサルテーションなど、助成

活動のステージに応じて外

部有識者委員会の委員から

の助言や評価を密に行うこ

とで成果の向上を促進する

評価体系へと大幅に変更し、

効果的な運用のための試行

を経て、平成 29 年度には評

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・各年度における助成金の支払申請の平均

処理期間を４週間以内とするなど、迅速

な処理が図られた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・平成 26 年度に評価要領を改定し、一部

の活動について事後評価のみを行う評

価体系から､３年以上の計画を有する活

動の全件について、事前の目標共有や中

間コンサルテーションなど、助成活動の

ステージに応じて外部有識者委員会の

委員からの助言や評価を密に行うこと

で成果の向上を促進する評価体系へと

大幅に変更し、効果的な運用のための試

行を経て、平成 29 年度には評価対象を
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（５）利用者の利

便性向上を図る措

置 

募集時期の早期化

を図り、年度の早

い時期に助成金の

交付決定を行い、

各種申請等の電子

化等により利用者

の利便の向上を図

ること。 

  

集要領と審査方

針に反映させる

ほか、評価結果

のより効果的な

活用方法につい

て検討等を行い

事業の推進を図

る。 

（５）利用者の

利便向上を図る

措置 

①  募集時期の

早期化を図り、

継続案件の事前

審査、内定団体

説明会における

個別指導の推進

等により、助成

金交付申請の受

理から交付決定

までの平均処理

期間を30日以内

とする。 

② 毎年度の助

成金案件募集の

際に募集案内、

各種申請書等の

様式をホームペ

ージからダウン

ロードできるよ

うにすること、

助成金募集に係

る説明会を開催

すること等によ

り、助成金交付

要望団体や助成

先団体への利便

性を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

（４）第三者機関によ

る評価を踏まえた対応 

前中期目標期間の最終

年度にあたる平成 25

年度に行った「今後の

地球環境基金あり方検

討」の取りまとめを踏

まえ、従前の事後の実

地評価のみを行ってい

た評価から、助成活動

全体を把握するための

評価体系に変更した。

具体的には、事前の目

標共有や中間コンサル

テーションなど、助成

活動のステージに応じ

てより詳細な評価を行

い、成果の向上を促進

する評価体系へと見直

したもので、平成 26 年

度に評価要領を改定し

運用を開始した。 

 

 

 

 

 

 

 

（５）利用者の利便向

上を図る措置 

①平均処理期間 

助成金交付申請の受理

から交付決定までの処

理（平均処理期間）を

30 日以内で実施した。 

 

価対象を 209 団体（前期最終

年度８団体）にまで拡大し運

用を定着させることができ

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・更なる助成金の利便性向上

を図るため、平成 27 年度よ

り、前年度も助成を受けてい

た団体のうち、会計事務処理

能力や活動の計画的な実行

性などを総合的に勘案し、一

部団体に対して、助成金

209 団体（前期最終年度８団体）にまで

拡大し運用を定着させることができた。 

 

 

 

 

・助成活動の成果の向上を目的として 26

年度に導入した新評価制度に基づき、評

価対象となる 209 団体全ての評価を実

施しており、評価専門委員によるアドバ

イス等による活動内容の改善が図られ

た。また、助成専門委員会による助成要

望の採択がより効率的に行われるよう

に実地評価結果を踏まえた同委員会に

対する提言が行われた。 

 

 

 

 

・各年度における交付決定処理期間を 30

日以内とするとともに、機構ホームペー

ジへの申請書様式等の電子ファイルの

掲載など、利用者の利便向上のための措

置が講じられた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・所定の要件を満たす団体に対する一部概

算払いの実施や、助成金支払申請にかか
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③ 助成先団体

一覧、活動事例

及び評価結果を

ホームページで

 

②利便性向上 

ア ホームページの活

用 

助成に関する募集案

内、交付申請に係る各

種様式、報告、助成団

体の活動状況、支払申

請Ｅｘｃｅｌマクロフ

ァイルなどを機構ホー

ムページに逐次掲載し

た。 

 

イ 一部概算払いの実

施 

平成 27 年度より、前年

度も助成を受けていた

団体のうち、「前年度の

支払事務が適正に行わ

れている」、「活動が概

ね計画どおりに行われ

ている」、「活動計画が

概算払いの必要性が高

い」ことを総合的に勘

案し、一部団体に対し

て、助成金 50％を上限

に概算払いを実施して

いる。 

 

ウ 助成金支払申請に

おける利便性向上 

助成金支払申請におけ

る利便性を向上させる

ために構築したＥｘｃ

ｅｌマクロファイルを

機構ホームページに逐

次掲載した。利用率の

向上のため、年度当初

の内定団体説明会にお

いて使用方法を説明し

普及に努めており、こ

50％を上限に概算払いを実

施することとした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

るＥｘｃｅｌマクロファイルや環境Ｎ

ＧＯ等の活動の支援に資する各種情報

のホームページを通じた提供など、利用

者の利便向上のための措置が講じられ

た。 
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紹介するほか、

関係団体とネッ

トワークを構築

し、連携強化を

図ることで、よ

り広範な情報提

供にも努める。 

 

の結果、各年度の使用

率は７～９割で推移し

た。 

 

③ホームページでの情

報公開、他の主体との

連携 

ア ホームページ等で

の各種情報の掲出 

毎年度の助成金の要望

募集、助成金説明会の

開催、要望状況、採択

案件の決定等に関する

情報は、適時にホーム

ページに情報を掲出す

るとともに、申請書等

の様式の電子データを

ダウンロード可能な状

態に更新した。 

また、地球環境基金以

外の環境分野の助成金

に関する情報を「ＮＧ

Ｏ・ＮＰＯ向け環境保

全活動を対象とする助

成制度一覧」として整

理するとともに、ＮＧ

Ｏ・ＮＰＯ向けの融資

情報を更新し、ホーム

ページや助成金説明会

等において提供した。 

 

イ 他の主体との連携 

今日の環境問題は多様

な主体が関係する課題

が多く、また多岐にわ

たるため、これらの課

題を解決するために

は、環境ＮＧＯ・ＮＰ

Ｏだけでなく、環境問

題にかかわるあらゆる

主体が連携し解決策を

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜課題と対応＞ 

今中期目標期間中の取組は

一定の成果を上げてきたが、

助成事業の効果的な実施の

観点から、より成果の最大化

に結びつく支援や助成後の

活動継続や自立に資する支

援の方法について、引き続き

検討し、実施していく必要が

ある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・環境ＮＧＯ・ＮＰＯと企業との連携を促

進するための連絡会議等の開催に加え、

環境保全活動の促進等を目的として環

境省が環境教育促進法に基づき全国に

設置する地方環境パートナーシップオ

フィスと連携して全国で助成金説明会

を開催するなど、関係団体とのネットワ

ークの構築・連携強化及び広範な情報提

供が実施された。 

 

 

 

以上のことから、効果の高い事業の実施

を含め、助成事業を適正に実施していると

判断して「Ｂ」評定とした。 

 

 

＜今後の課題＞ 

助成事業のより効率的な実施に向けて、

環境ＮＧＯ・ＮＰＯの活動継続や自立を支

援するための方策について引き続き検討

し実施していく必要がある。 

 

 

 

 

 

＜その他事項＞ 

（外部有識者コメント） 

平成 26 年度からの期間において、メニュ

ーの増加や利便性の向上の取組、助成した

団体の活動状況や社会的インパクトに関
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４．その他参考情報 

 

 

模索することが重要と

の観点から、地球環境

基金では各主体との連

携を重要課題として掲

げ、多様なステークホ

ルダーとの連携を図っ

てきた。 

する調査など、実に幅広い側面から調査、

助成事業両方で尽力されている。これらの

取組は大変重要である。 

助成事業が、実際に助成を受けている団体

のニーズを把握することが次の中期目標

期間に向けて大変重要である。 

 

- 46 -



 

 

様式１－２－４－１ 中期目標管理法人 中期目標期間評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項）様式 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅰ－３－２ 振興事業に係る事項 

関連する政策・施策 － 当該事業実施に係る根拠（個

別法条文など） 

独立行政法人環境再生保全機構法第 10 条第 1 項第 4 号 

当該項目の重要度、難易

度 

－ 関連する政策評価・行政事業

レビュー 

８．環境・経済・社会の統合的向上 

 ８－３．環境パートナーシップの形成 

平成 30 年度行政事業レビューシート 事業番号 0314 

 

２．主要な経年データ  

 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 基準値 

（前中期目標期間最

終年度値等） 

２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度  ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 

学生との交

流事業の実

施回数 

－ － － 1 回 

 

2 回 6 回  予算額（千円） 

 981,864 978,521 1,122,404 1,048,622 

 

        決算額（千円）  867,208 916,344 919,493 942,374  

        経常費用（千円）  867,426 916,006 917,973 947,738  

        経常利益（千円）     － － － －  

若手プロジ

ェクトリー

ダー研修実

施回数 

各コース年

3 回 

－ 1コース3

回 

2コース6

回 

 

3コース9

回 

3コース9

回 

 行政サービス実施コ

スト（千円） 
 696,304 694,207 745,557 780,675 

 

        従事人員数   11.5 11.5 11.5 11.5  

                

 受講者アン

ケート満

足度 

「有意義で

あった」と

の評価を有

効回答者の

うち 80％

以上から得

る 

80％ 89.0％ 

 

98.5％ 

 

97.7％ 

 

96.5％         

                

注）予算額、決算額は支出額を記載。人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載 
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３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 主な評価指標等 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 

  

（１）調査事業、

研修事業の重点化 

調査事業につい

て、国の政策目標

等に沿った課題に

重点化を図るこ

と。 

また、研修事業

についても、環境

保全に取り組む民

間団体の人材育成

という観点から効

果の高い事業に重

点化すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）調査事業、

研修事業の重点

化 

調査事業につ

いては、重点施

策等国の政策目

標への取組や民

間団体等のニー

ズに沿った課題

に重点化を図

る。 

研修事業につ

いては、民間団

体を支援してい

る他の助成団体

などと有機的な

連携を図りつ

つ、環境問題に

取り組む民間団

体に対し、人材

育成の観点を中

心として、助成

事業とも連携し

た、より効果の

高い研修事業に

重点化する。 

また、これら

事業の実施に当

たっては、民間

団体の発展に資

することを目的

として、企業や

国民が協働・連

携した取組の促

進やそれへの積

極的な参加を促

すための情報の

＜主な定量的指

標＞ 

・学生との交流事

業実施回数 

・若手プロジェク

トリーダー研修

実施回数 

・受講者アンケー

ト満足度 

 

＜その他の指標

＞ 

特に無し 

 

＜評価の視点＞ 

中期計画に定め

られた項目に加

え、今日の民間環

境保全活動を取

り巻く状況に対

応し、これを支援

するため、適切な

研修事業、調査事

業その他の活動

を行っているか。 

＜主要な業務実績＞ 

（１）調査事業、研修

事業の重点化 

①調査事業 

平成 27 年度に環境Ｎ

ＧＯ・ＮＰＯ活動状況

調査を実施したほか、

平成 29 年度には、海外

先進国における環境Ｎ

ＧＯ・ＮＰＯに対する

財政支援の現状等に関

するヒアリング調査を

実施した。 

 

②研修事業 

環境ＮＧＯ・ＮＰＯの

組織強化を推進するた

め前中期目標期間から

実施してきた活動推進

レベルアップ研修を平

成 28 年度からは能力

強化研修として、また

現場体験や意見交換を

通じて将来海外の環境

保全活動に従事を目指

す人材に対する海外派

遣研修を引き続き実施

するとともに、前中期

目標期間の最終年度に

あたる平成 25 年度に

行った「今後の地球環

境基金あり方検討」の

取りまとめを踏まえ、

環境ＮＧＯ・ＮＰＯの

人材育成策（若手プロ

ジェクトリーダー育成

支援プログラム）とし

ての研修を、平成 26 年

＜評定と根拠＞ 

 

自己評定：Ｂ 

 

評定理由： 

 中期計画及び各年度計画

に掲げる目標を達成した上

で、以下の新たな取組を行っ

たことから、見込評価を「Ｂ」

とした。 

 

 

 

 

・平成 26 年度から開始した

「若手プロジェクトリーダ

ー育成支援制度」では、単な

る研修の実施ではなく、研修

で得た知識を 3 年間の助成

活動を通じて実践するもの

で、個人や組織の質の向上に

つながるだけでなく、若手プ

ロジェクトリーダー間の交

流を生み出すものにもなり、

想定以上のレベルの向上・ネ

ットワークの形成が図られ

るものとなった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評定                   B 評定 － 

＜評定に至った理由＞ 

中期計画に沿って適正に事業が実施さ

れている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・環境ＮＧＯ・ＮＰＯの活動を推進するた

めの組織強化に関する研修及び国際協

力の振興等を担う人材を育成するため

の海外派遣研修を前中期目標期間から

引き続き実施するとともに、平成 26 年

度からは若手プロジェクトリーダー育

成支援制度を創設してフィールド実習

を含む研修を実施するなど、今後の環境

保全活動を担う人材の育成のための取

組が着実に実施された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－ 
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（２）研修事業の

効果的な実施 

受講者へのアン 

ケート調査の回答

者のうち 80％以

上の者から満足が

得られるようにす

ること。 

また、研修事業の

成果について、評

価を行い、結果を

反映すること。 

提供に努める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）研修事業

の効果的な実施 

実施された研修

事業の効果等に

関する評価を行

い、より効果的

な研修の実施に

努め、受講者に

対するアンケー

ト調査結果が

「有意義であっ

た」との評価を

有効回答者のう

ち 80％以上から

得られるように

するなど、質の

向上を図る。 

度に創設し実施するこ

とで、助成の成果・効

果の向上を図った。 

 

③その他の振興事業 

平成 27 年度から、広く

国民の環境活動への積

極的な参加を促す事業

として、環境省と協働

で、主に高校生を対象

とした「全国ユース環

境ネットワーク促進事

業」を実施している。

また、平成 29 年度から

は、全国大学生環境活

動コンテスト（ｅｃｏ

ｃｏｎ2017）を共催、

支援した。 

 

（２）研修事業の効果

的な実施 

毎年度研修事業への参

加者に対しアンケート

を行い、全ての研修に

おいて有効回答者の

80％以上から「有意義

であった」との評価を

得た。 

 

 

・平成 27 年度から、これか

らの環境保全活動を支える

人材となり得る高校生を対

象に活動の意義を訴える新

たな取り組みとして、環境省

と協働で「全国ユース環境活

動ネットワーク促進事業」を

開始し、平成 28 年度からは

事業対象を大学生にも広げ

て事業を実施することがで

きた。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜課題と対応＞ 

今後も引き続き、若手プロジ

ェクトリーダー育成支援制

度における研修など効果の

高い事業の実施に努めると

ともに、助成期間中に助成案

 

・持続可能な社会の担い手を育むことを目

的として平成 27 年度に開始した「全国

ユース環境ネットワーク促進事業」を開

始し、平成 28 年度からは対象を拡大し

て大学生に対する支援を行うなど、ユー

ス世代による環境保全活動の推進が図

られた。 

 

 

 

 

 

 

 

・全ての研修において、研修受講者に対す

るアンケートにおける「有意義であっ

た」との回答が有効回答者の 80%以上を

占めるなど、効果の高い事業が実施され

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上のことから、効果の高い事業の実施

を含め、振興事業を適正に実施していると

判断して「Ｂ」評定とした。 

 

＜今後の課題＞ 

若手プロジェクトリーダー育成支援制

度における研修など効果の高い事業を引
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件の質が向上し助成終了後

の継続性や発展性につなが

るよう、研修や情報提供によ

る助成団体への支援を併せ

て行うことを計画する。ま

た、学生との交流事業につい

ては定着を図るべく取り組

みを強化する。 

き続き実施するとともに、学生との交流事

業の充実・強化に努めること。 

 

 

＜その他事項＞ 

（外部有識者コメント） 

環境活動を担う人材の高齢化は様々なＮ

ＰＯでも抱える問題であり、若手の育成と

いうことを積極的にされていることは非

常に重要である。 

平成 26 年度からの期間において、メニュ

ーの増加や利便性の向上の取組、助成した

団体の活動状況や社会的インパクトに関

する調査など、実に幅広い側面から調査、

助成事業両方で尽力されている。これらの

取組は大変重要である。 

ＮＰＯの経営が、助成金をもらい続けなけ

ればいけないという考え方だと広がって

いかないし継続しない。他のＮＰＯに出か

けて行ってそのＮＰＯの経営にアドバイ

スするような考え方ができないと内部だ

けで研修してもなかなかうまくいかない

のでは。若手を育てるという考え方は非常

に重要である。 

 

 

４．その他参考情報 
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様式１－２－４－１ 中期目標管理法人 中期目標期間評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項）様式 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅰ－３－３ 地球環境基金の運用等について 

関連する政策・施策 － 当該事業実施に係る根拠（個

別法条文など） 

独立行政法人環境再生保全機構法第 15 条 

当該項目の重要度、難易

度 

－ 関連する政策評価・行政事業

レビュー 

８．環境・経済・社会の統合的向上 

 ８－３．環境パートナーシップの形成 

平成 30 年度行政事業レビューシート 事業番号 0314 

 

 

２．主要な経年データ  

 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 基準値 

（前中期目標期間最

終年度値等） 

２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度  ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 

企業協働プ

ロジェクト

により直接

事業に充て

るための特

定寄付社数

及び寄付額 

－ 新たな寄付の 

獲得 

1 社 

（10,000

千円） 

3 社 

（12,000

千円） 

6 社 

（14,500

千円） 

5 社 

（18,500

千円） 

 予算額（千円） 981,864 978,521 1,122,404 1,048,622  

        決算額（千円） 867,208 916,344 919,493 942,374  

        経常費用（千円） 867,426 916,006 917,973 947,738  

ポイント寄

付提携カー

ド数 

－ 前中期計画最

終 

年度の実績数 

（7 ｶｰﾄﾞ） 

7 ｶｰﾄﾞ 9 ｶｰﾄﾞ 10 ｶｰﾄﾞ 10 ｶｰﾄﾞ  経常利益（千円） － － － 

－ 

 

        行政サービス実施コ

スト（千円） 

696,304 694,207 745,557 780,675  

募金システ

ム 

数 

－ 前中期計画最

終 

年度の実績数 

（1 ｼｽﾃﾑ） 

3 ｼｽﾃﾑ 3 ｼｽﾃﾑ 3 ｼｽﾃﾑ 3 ｼｽﾃﾑ  従事人員数 11.5 11.5 11.5 11.5  

                

 広報・募金活

動分野数 

－ 前中期計画最

終 

年度の実績数 

5 分野 5 分野 5 分野 5 分野         
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（5 分野） 

 寄付件数 

（計画値） 

前中期計画 

期間の実績 

数の平均 

755.2 件 

（3,776 件÷5

年） 

755.2 件 755.2 件 

 

755.2 件 755.2 件 755.2 件        

 寄付件数 

（実績値） 

－ － 874 件 899 件 821 件 789 件         

 達成度 

 

－ － 115.73% 119.04% 108.7％ 104.5％         

 寄付額 

（計画値） 

前中期計画 

期間の実績 

数の平均 

47,524.2 千円 

（237,621千円

÷ 

5 年） 

47,524.2 

千円 

47,524.2 

千円 

47,524.2 

千円 

47,524.2 

千円 

47,524.2 

千円 

       

 寄付額 

（実績値） 

－ － 18,170

千円 

18,712 

千円 

21,036 

千円 

23,359 

千円 

        

 達成度 

 

－ － 38.23% 

 

39.37％ 

 

44.26％ 49.15％         

 基金の運用

額 

（計画値） 

－ 年度計画予算 

における計画

額 

210 

百万円 

 

201 

百万円 

 

173 

百万円 

147 

百万円 

        

 基金の運用

額 

（実績値） 

－ － 212 

百万円 

210 

百万円 

174 

百万円 

147 

百万円 

        

 達成度 

 

－ － 100.95% 104.48% 100.58％ 100.00％         

注）予算額、決算額は支出額を記載。人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載 

 

３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 主な評価指標等 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 

  

本来は、地球環境

基金の運用益で実

施すべき業務であ

ることを踏まえ、

本中期目標期間中

において、第２期

中期計画の実績を

上回る募金額及び

件数を獲得するこ

とを目標として、

 

地球環境基金事

業開始から 20 

年を経過したこ

とを踏まえ、第

三期中期目標期

間中の募金等の

総額等が平成 25 

年度末までの５

か年間の出えん

金の総額及び件

＜主な定量的指

標＞ 

・企業協働プロジ

ェクトにより直

接事業に充てる

ための特定寄付

社数及び寄付額 

・ポイント寄付提

携カード数 

・募金システム 

 数 

＜主要な業務実績＞ 

 

 東日本大震災を機

に、企業による寄付先

の見直しや、企業自ら

が環境分野を含む様々

な分野で社会貢献活動

に取り組むなどの状況

下、地球環境基金に対

する大口寄付の理解を

得ることが困難な状況

＜評定と根拠＞ 

 

自己評定：Ｂ 

 

評定理由： 

 従来の地球環境基金への

寄付のほか、直接助成に充て

られる仕組みとして、寄付者

の希望する環境保全活動に

充てる、企業協働プロジェク

トを導入するとともに、全国

評定                   B 評定 － 

＜評定に至った理由＞ 

中期計画に沿って適正に事業が実施さ

れている。 

 

・新聞等のメディア媒体を活用した広報の

実施などにより地球環境基金事業の認

知度の向上に努めるとともに、平成 26

年度に創設した「地球環境基金企業協働

プロジェクト」制度を活用した企業から

の寄付の受入れが実施された。 

－ 
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これまでの取組を

総合的にＰＲする

など、より積極的

かつ効果的な募金

獲得活動に取り組

むこと。 

また、地球環境基

金の運用につい

て、景気局面に対

応して安全で有利

な運用を図るこ

と。 

数を上回 るよ

う、これまでの

取組を国民・事

業者等の理解を

促進するため、

総合的かつ効果

的な広報活動に

取り組むととも

に、新たな募金

方法等の検討を

行うなど募金等

の活動を強化す

るなどして、地

球環境基金のよ

り一層の造成に

努める。 

また、地球環境

基金の運用につ

き、資金の管理

及び運用に関す

る規程に基づく

地球環境基金の

運用方針に従っ

て安全で有利な

運用に努める。 

・広報・募金活 

動分野数 

・寄付件数 

・寄付額 

・基金の運用額 

 

＜その他の指標

＞ 

特になし 

 

＜評価の視点＞ 

中期計画に定め

られた各項目に

対して、適切な取

組が行われてい

るか。 

 

 

にある。 

 こうした中にあって

も、各種媒体を活用し

て地球環境基金事業の

認知度向上に資する周

知活動の充実を図ると

ともに、平成 26 年度よ

り「企業協働プロジェ

クト」を創設するなど

寄付獲得に向けて多面

的な取組を実施してい

る。 

 また、地球環境基金

の運用については、今

日の低金利条件下にお

いて安全で有利な運用

に努めてきているが、

運用益の減少を余儀な

くされている。 

 

ユース環境ネットワーク促

進事業の実施に当たっても、

この枠組みを活用して企業

からの寄付受入に努めた。 

寄付金額は前中期目標期

間を下回っているが、地球環

境基金サポーターの導入や

身近な寄付方法の周知によ

り、件数は同期間の実績を上

回るペースで受け入れられ

ている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜課題と対応＞ 

 地球環境基金に対する大

口寄付が減少する中、更なる

助成事業を始めとする地球

環境基金事業の認知度向上

を図るとともに、地球環境基

金企業協働プロジェクト等

に対する企業の参画を得る

ため、企業が賛同できる適切

な助成分野（テーマ）の検討

を行うなど、地球環境基金企

業協働プロジェクト等の参

画に向けた周知を継続する。 

 

 

・厳しい経済状況の中、寄付金額は前中期

目標期間を下回ることになっているが、

寄付件数は同期間の実績を上回るペー

スを維持するなど、寄付方法の周知等に

よる効果が一定程度認められる。 

 

 

以上のことから、運用等に関する事業を

適正に実施していると判断して「Ｂ」評定

とした。 

 

＜今後の課題＞ 

企業等による寄付を得るために必要な

環境を整備するため、引き続き企業等の事

業に対するニーズの把握及び周知に努め、

機構の総力を結集して寄付の獲得に努め

ること。 

 

＜その他事項＞ 

（外部有識者コメント） 

助成事業を続けていくためにはパイを

確保することが重要であるが、寄付金が莫

大に増える見込みはないため、環境省にお

いてどのように公的な財源を確保するか

考えていただく必要がある。 

 

 

４．その他参考情報 

 

 

- 53 -



 

 

様式１－２－４－１ 中期目標管理法人 中期目標期間評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項）様式 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅰ－４ ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基金による助成業務 

関連する政策・施策 独立行政法人環境再生保全機構に設置したポリ塩化ビフェニル廃

棄物処理基金を都道府県と協調して造成し、費用負担が困難な中小

企業者等の処理費用負担軽減のための助成を行うことなどにより、

PCB 廃棄物の円滑な処理を促進する。 

当該事業実施に係る根拠（個

別法条文など） 

ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第５条

第１項、第６条第１項 

環境再生保全機構法第 10 条第 1 項第 5 号 

当該項目の重要度、難易

度 

－ 関連する政策評価・行政事業

レビュー 

４．廃棄物・リサイクル対策の推進 

 ４－４．産業廃棄物対策（排出抑制・リサイクル・適正処理等） 

 

平成 30 年度行政事業レビューシート 事業番号 180 

平成 30 年度基金シート 基金シート番号 30－004 

 

２．主要な経年データ  

 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 基準値 

（前中期目標期間最

終年度値等） 

２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度  ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 

軽減事業に

係る助成金

支払申請件

数に対する

処理件数 

100％ 100％ 100％ 

3.993 件   

3.993 件 

100％ 

3,680 件 

3,680 件 

 

100％ 

3,485 件 

3,485 件 

 

100％ 

3,840 件 

3,840 件 

 

 予算額（千円） 3,092,992 3,134,794 3,051,672 3,042,118  

助成対象事

業の実施状

況等の公表

回数 

年５回 

（四半期

＋ 決

算） 

５回 ５回 ５回 

 

５回 

 

５回 

 

 決算額（千円） 2,233,092 2,269,199 1,953,608 1,964,922  

  －      経常費用（千円） 2,233,054 2,268,968 1,953,743 1,965,622  

  －      経常利益（千円） － － － －  

 － －      行政サービス実施コ

スト（千円） 

2,173,590 2,168,696 1,944,671 1,953,254  

  －      従事人員数 2.25 2.25 2.25 2.25  

注）予算額、決算額は支出額を記載。人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載 
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３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 主な評価指標等 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 

  

助成業務の遂行に

際しては、審査基

準及びこれに基づ

く審査結果や助成

金の審査状況など

幅広い情報提供に

努め、透明性・公

平性を確保するこ

と。 

また、これら審査

基準とあわせ、助

成対象事業の実施

状況や基金の管理

状況などの情報を

公表すること。 

 

ポリ塩化ビフェ

ニル（以下「Ｐ

ＣＢ」という。）

廃棄物の処理の

円滑な実施を支

援するため、中

小企業者等が保

管するＰＣＢ廃

棄物の処理に要

する費用の軽減

（軽減事業）、Ｐ

ＣＢ廃棄物の処

理に際しての環

境状況の監視・

測定又は安全性

の確保に係る研

究・研修の促進

（振興事業）及

びポリ塩化ビフ

ェニル廃棄物の

適正な処理の推

進に関する特別

措置法（平成 13 

年法律第 65 号）

第 13 条第 1 項

に基づく処分等

措置に要する費

用の軽減（代執

行支援事業）に

要する費用につ

いて、環境大臣

が指定する者に

対し助成する。 

本助成金の交付

の透明性・公平

性を確保するた

め、審査基準、

＜主な定量的指

標＞ 

軽減事業に係る

助成金支払申請

件数に対する処

理件数、助成対象

実施の実施状況

等の公表回数 

 

＜その他の指標

＞ 

－ 

 

＜評価の視点＞ 

年度計画に定め

られた各項目が

適切に行われて

いるか。 

＜主要な業務実績＞ 

（業務実績報告書から

の抜粋及び業務実績報

告書の引用箇所などを

記載） 

 

軽減事業及び振興事

業については、環境大

臣の指定する者からの

支払申請を処理して助

成金を交付した。また、

本助成金の助成対象事

業の実施状況、基金の

管理状況等について、

各年度とも計画どおり

５回機構ホームページ

で公表した。 

代執行事業について

は、29 年度から基金の

造成に努めるととも

に、事業に係る手続き

に関する諸規程等を策

定した。 

 

＜評定と根拠＞ 

 

自己評定：Ｂ 

 

評定理由： 

軽減事業に係る毎年度の

計画を着実かつ適正に執行

するとともに、透明性・公平

性を確保するため、審査基準

や審査状況その他各種情報

をホームページで公表した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜課題と対応＞ 

 PCB 廃棄物処理基金の助

成については、環境大臣が指

定する者からの支払申請を

適正に審査して実施すると

ともに、本助成金の助成対象

事業の実施状況、基金の管理

状況等について機構ホーム

ページで公表する。 

 30 年度より、都道府県等

が実施するＰＣＢ廃棄物処

理に係る代執行事業に係る

手続きがあり、代執行事業に

要する費用についても着実

かつ適正に実施する。 

 

評定 B 評定 － 

＜評定に至った理由＞ 

 軽減事業及び代執行業務について環境

大臣の指定する者からの支払い申請に対

して、全件適正に処理し助成金が交付され

ていることや、本基金の助成対象事業の実

施状況や基金の管理状況等について年度

計画通りホームページで公表したことか

ら、PCB 廃棄物の処理に係る助成業務が

適正になされていることから「B」と評価

したもの。 

 

＜今後の課題＞ 

 今後も、PCB 廃棄物等の処理が促進さ

れるよう各助成業務の着実な執行に努め

ていただくとともに、引き続き、基金の管

理状況や助成金の審査基準、審査状況など

を公表し、事業の透明性、公平性を確保し

ていただきたい。 

  

＜その他事項＞ 

 特になし。 

－ 
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これに基づく助

成金の審査状

況、事業の採択

及び助成対象事

業の実施状況、

並びに基金の管

理状況などの情

報をホームペー

ジ等において公

表する。 

 

 

４．その他参考情報 
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様式１－２－４－１ 中期目標管理法人 中期目標期間評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項）様式 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅰ－５ 維持管理積立金の管理業務 

関連する政策・施策 特定一般廃棄物最終処分場及び特定産業廃棄物最終処分場に係る埋立処分の

終了後における適正な維持管理の推進 

当該事業実施に係る根拠（個

別法条文など） 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第８条の５ 

環境再生保全機構法第 10条第１項第６号 

当該項目の重要度、難易

度 

－ 関連する政策評価・行政事業

レビュー 

４．廃棄物・リサイクル対策の推進 

４－４．産業廃棄物対策（排出抑制・リサイクル・適正処理） 

４－５．廃棄物の不法投棄の防止等 

平成 30年度行政事業レビューシート 事業番号 0314 

 

２．主要な経年データ  

 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 基準値 

（前中期目標期間最

終年度値等） 

２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度  ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 

積立者に対

する運用状

況等の情報

提供率 

100% 100% 100% 100％ 

1,212件 

1,212件 

 

100％ 

1,196件 

1,196件 

100％ 

1,181件 

1,181件 

 予算額（千円） 289,772 282,586 295,973 281,755  

積立金の運

用額 

年度計画予

算における

実績額 

‐ 

‐ 

 

（計画額） 

267百万円 

 

（実績額） 

307百万円 

 

（計画額） 

265百万円 

 

（実績額） 

298百万円 

（計画額） 

277百万円 

 

（実績額） 

281百万円 

（計画額） 

260百万円 

 

（実績額） 

273百万円 

 決算額（千円） 210,646 209,315 237,427 269,748  

 ‐ ‐      経常費用（千円） 325,171 313,140 301,607 299,533  

 ‐ ‐ 

 

  ‐ ‐ ‐ 経常利益（千円） － － － －  

        行政サービス実施コ

スト（千円） 

18,107 14,131 22,018 20,407  

        従事人員数 1.25 1.25 1.25 1.25  

注）予算額、決算額は支出額を記載。人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載 
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３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 主な評価指標等 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 

  

最終処分場維持管

理積立金について

は、資金の性質、

積立及び取戻しの

状況に応じた最善

の運用方法により

運用すること。 

また、廃棄物の処

理及び清掃に関す

る法律（昭和 45 

年法律第 137 号）

に基づく維持管理

積立金の積立者に

対し運用状況等の

情報提供を行う

等、透明性の確保

に努めること。 

 

廃棄物の処理及

び清掃に関する

法律（昭和 45 年

法律第 137 号）

に基づき、廃棄

物の最終処分場

の設置者が埋立

処分終了後に適

正な維持管理を

行うため、必要

な費用を機構に

積み立てる。 

本積立金につい

て、安全性の確

保を優先し確実

な取戻しを確保

しつつ、積立て

及び取戻しの状

況を考慮した適

切な運用を図

る。 

また、本積立金

の積立者に対し

運用状況等の情

報提供を行う

等、透明性を確

保し、運用利息

額等を毎年度定

期的に通知す

る。 

＜主な定量的指

標＞ 

積立者に対する

運用状況等の情

報提供率、積立金

の運用額 

 

＜その他の指標

＞ 

－ 

 

＜評価の視点＞ 

年度計画に定め

られた各項目が

適切に行われて

いるか。 

＜主要な業務実績＞ 

（業務実績報告書から

の抜粋及び業務実績報

告書の引用箇所などを

記載） 

 

最終処分場設置者か

らの維持管理積立金の

積立及び取戻しについ

て適切に対応し、預か

り証書の発行・送付を

遅滞なく行った。 

また、本積立金の積

立者に対し、資金の透

明性を確保するため毎

年度末に利息額の通知

を行うとともに、払渡

請求書に基づく利息の

払渡しを着実かつ適正

に行った。 

積立金の運用は、安

全性の確保を最優先

に、取戻しに対応する

ため、資金需要を考慮

して預金による短期運

用と、債券による中・

長期運用を組み合わせ

た効率的な運用に努め

た。 

 

 

＜評定と根拠＞ 

 

自己評定：Ｂ 

 

評定理由： 

 積立者に対して適正な情

報提供を行うことによる透

明性の確保と取戻し請求へ

の確実な対応の上で、積立金

の出入りの把握に努め、安全

性の確保を最優先に、短期、

中期及び長期を組み合わせ

た効率的な運用に努めた。ま

た、積立者に対する運用状況

等の情報提供を確実に実施

した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜課題と対応＞ 

維持管理積立金の積立て

及び取戻し等について適切

に対応し、維持管理積立金の

管理を引き続き適切に行う

必要がある。 

維持管理積立金の運用に

ついては、資金の安全性確保

を最優先に、最終処分場の維

持管理に要する資金を預か

っているという資金の性質

評定 B 評定 － 

＜評定に至った理由＞ 

 積立金の運用については、安全かつ有利

な運用により、毎年計画額を上回る運用収

入を確保している。平成 26 年度計画額

(267 百万円)、実績額(307 百万円)、平成

27 年度計画額(265 百万円)、実績額(298

百万円)、平成 28年度計画額(277百万円)、

実績額(281 百万円)、平成 29 年度計画額

(260百万円)、実績額(273百万円) 

また、積立者に対する運用状況等の透明性

確保についても、運用利息額の通知を定期

的に送付しており、確実に情報提供が行わ

れている。 

以上の中期計画を着実に達成しているこ

とから「B」評価とした。 

 

＜今後の課題＞ 

 引き続き、特定一般廃棄物最終処分場及

び特定産業廃棄物最終処分場の埋立処分

の終了後における適正な維持管理を促進

するため、維持管理積立金の積立者に対す

る運用状況等の情報提供等に努めていた

だきたい。 

 

＜その他事項＞ 

特になし。 

－ 
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から、取戻請求に対応するこ

とを踏まえ、想定を超える資

金需要にも対応できるよう

考慮の上で、運用可能な資金

を把握し、預金による短期運

用と、中～長期の債券を組み

合わせた効率的な運用を行

う。 

また、資金の透明性を確保

するため、本積立金の積立者

に対し、運用利息額を定期的

に通知する。 

 

４．その他参考情報 
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様式１－２－４－１ 中期目標管理法人 中期目標期間評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項）様式 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅰ－６－１ 認定・支給等の迅速かつ適正な実施 

関連する政策・施策 － 当該事業実施に係る根拠（個

別法条文など） 

石綿による健康被害の救済に関する法律（平成 18 年法律第 4 号）第 4 条、

第 5 条、第 7 条、第 9 条、第 10 条、第 16 条、第 18 条、第 19 条、第 20

条、第 22 条、第 23 条及び第 24 条 

独立行政法人環境再生保全機構法第 10 条第 1 項第 7 号 

当該項目の重要度、難易

度 

－ 関連する政策評価・行政事業

レビュー 

７．環境保健対策の推進 

 ７－３．石綿健康被害救済対策 

 

平成 30 年度行政事業レビューシート 事業番号 0267 

平成 30 年度基金シート 基金シート番号 30-005 

 

２．主要な経年データ  

 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 基準値 

（前中期目標期間最

終年度値等） 

２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度  ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 

療養中の申
請から認定
等決定まで
の処理日数 

前中期目標
期間中より
短縮 

151 日 

（前中期目標期間中

の処理日数）注 1) 

116 日 

注 2) 

106 日 

注 2) 

98 日 

注 2) 

96 日 

注 2) 

 予算額（千円） 4,865,773 4,993,158 4,960,848 4,487,919  

        決算額（千円） 3,437,835 3,918,128 4,047,712 4,328,793  

        経常費用（千円） 3,459,627 3,921,107 4,048,762 4,338,899  

        経常利益（千円） ― － － －  

        行政サービス実施コ

スト（千円） 

3,175,141 3,593,660 3,699,836 3,949,107  

        従事人員数 43 43 43 43  

注）予算額、決算額は支出額を記載。人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載 

  

- 60 -



 

 

３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 主な評価指標等 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 

  

 

（１）救済給付の
支給等に係る申請
及び請求につい
て、迅速かつ適正
な処理を行うこ
と。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（２）迅速かつ適
正な救済給付の支
給を行うこと。 

 

 

 

（１）今後見込
まれる石綿健康
被害者の増加も
念 頭 に 置 き つ
つ、石綿健康被
害の迅速な救済
のため、申請者
等に対するきめ
細かな対応を含
め、認定等に係
る事務処理を迅
速かつ適正に行
う。 
また、労災保険
制度の対象にな
り得る申請につ
いては労災保険
窓口に情報提供
を行うなど、他
制度との連携に
努める。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（２）今後見込

まれる石綿健康

被害者の増加も

＜主な定量的指

標＞ 

 

（１）認定等の迅
速かつ適正な実
施 
・療養中の方の認
定申請について、
特殊事例を除き、
本中期目標期間
中における平均
処理日数を前中
期目標期間中よ
り短縮 
（参考） 
・前中期目標期間
の平均処理期間
151 日 
・前中期目標期間
最終年度の平均
処理期間 115 日 

 

 

＜その他の指標

＞ 

・療養中の被認定

者に支給する療

養手当（初回）の

支給までの処理

期間 

 

＜評価の視点＞ 

（１）認定等の迅
速かつ適正な実
施 
・認定等の決定が
迅速かつ適切に
行われているか。 
・労災保険制度等
の他制度との連
携を図る取組が
行われているか。 

 

（２）迅速かつ適

正な支給 

＜主要な業務実績＞ 

 

（１）認定等の迅速かつ
適正な実施 
・申請受付件数が平成 26
年度（920 件）から平成
29 年度（1,189 件）まで
に 29.2％増加した中で
も、①環境省への申出前
から医療機関に病理標
本等の資料提出を求め
るなど、可能な限り資料
の事前収集に努めたこ
と、②追加資料を求めら
れた案件を含め案件ご
との進捗管理を徹底し
たこと、③申請受付状況
等の情報を適宜環境省
と共有し、石綿健康被害
判定小委員会審査分科
会等の回数やスケジュ
ールを調整してもらう
よう努めたことなどに
より、石綿繊維計測等の
特殊事例等を除く、本中
期目標期間の申請・請求
の受付から認定等決定
までの平均処理日数（療
養中：103 日、未申請：
130 日、施行前：264 日）
は、前中期目標期間中の
平均処理日数（療養中：
151 日、未申請：169 日、
施行前：324 日）と比べ
て期間短縮が図られた。 
・本来労災保険制度に申
請すべき者が救済制度
に申請する事案がある
ことから、申請者の同意
が得られている案件の
中で、労災保険制度の対
象となる可能性が考え
られる案件（250 件）に
ついて機構から厚生労
働省に情報提供した。 

 

（２）迅速かつ適正な支

給 

・救済給付の支給につい

＜評定と根拠＞ 

自己評定：Ａ 
評定理由： 
（１）認定等の迅速かつ適正
な実施 
・申請受付件数が平成 26 年度
から平成 29 年度までに
29.2％増加した中でも、関係
機関等との連携も含めた処理
期間短縮に向けての取組によ
って、石綿繊維計測等の特殊
事例等を除く、本中期目標期
間の申請・請求の受付から認
定等決定までの平均処理日数
は、前中期目標期間中の平均
処理日数と比べて期間が短縮
されており、特に療養中の方
の認定申請に係る平均処理日
数ついては、31.8％減と大幅
な短縮が図られている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）迅速かつ適正な支給 

・救済給付の支給については、

被認定者からの円滑な請求に

資するきめ細かな取組を行っ

評定 Ａ 評定 － 

＜評定に至った理由＞ 

 石綿による健康被害の救済に関する

法律は、「石綿による健康被害の特殊性

にかんがみ、石綿による健康被害を受

けた者及びその遺族に対し、医療費等

を支給するための措置を講ずることに

より、石綿による健康被害の迅速な救

済を図ることを目的とする」とされて

おり、迅速な認定・支給の実施は重要

である。特に、療養中の石綿健康被害

者に１日でも早く安心して医療サービ

スを受けていただくためには、期間短

縮に向けた取組が重要である。 

 申請受付件数が、本中期目標期間期

初（平成 26 年度）から平成 29 年度ま

でに増加（920 件→1,189 件：29.2％増）

しているところ、環境大臣への医学的

申出前から医療機関に病理標本等の提

出を求めるなど、処理期間短縮に向け

た取組の実施により、本中期目標期間

における申請から認定等決定までの平

均処理日数は、石綿繊維計測等の特殊

事例を除き、前中期目標期間中の平均

処理日数と比べて短縮されており、特

に療養中の方の平均処理日数は大幅な

短縮（151 日→103 日：31.8％減）が図

られている。 

 また、被認定者や医療機関等に向け

た、医療費請求等に関するパンフレッ

ト等の作成・配布や手続き方法の再案

内等、円滑な請求につなげる取組を実

施しており、療養手当の支給までの処

理期間は、前中期目標期間の平均日数

と比べ短縮（23 日→17 日：26％減）さ

れており、迅速・適正な支給の対応が

図られている。 

 以上により、中期目標の所期の目標

－ 
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念 頭 に 置 き つ

つ、石綿健康被

害の迅速な救済

のため、被認定

者等に対するき

め細かな対応を

含め、救済給付

の支給に係る事

務処理を迅速か

つ適正に行う。 

・被認定者からの

請求が円滑に行

われるための取

組が進められ、支

給に係る事務、認

定更新に係る事

務が適切に行わ

れているか。 

 

ては、被認定者、医療機

関等に向けたパンフレ

ット等の作成や医療費

の未請求者への手続方

法の再案内等、被認定者

からの円滑な請求に資

するきめ細かな取組を

行ったことにより、前中

期目標期間の平均を概

ね下回る処理期間で適

正な支給を行うことが

できている。（療養手当

（初回）の支給までの処

理期間：前中期目標期間

平均 23 日→平成 26～29

年度平均 17 日（26.0％

減）） 

・認定更新の申請漏れを

防ぐため、未申請者への

状況確認・再案内を実施

するなどの取組を行い、

認定更新に係る事務を

適切に行っている。 

 

たことにより、前中期目標期

間の平均を概ね下回る処理期

間で適正な支給を行うことが

できており、療養手当（初回）

の支給までの処理期間は、前

中期目標期間の平均日数と比

べて 26.0％減と大きく短縮さ

れている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜課題と対応＞ 

（１）認定等の迅速かつ適正
な実施 
・申請受付件数が増加傾向に
ある中、全体としての平均処
理日数を維持していくため、
医療機関から可能な限り資料
を事前に収集し判定申出を行
う、追加資料を求められた案
件についても、少しでも早く
資料が得られるよう管理を徹
底するなどの取組を継続的に
実施する。 
 

 

（２）迅速かつ適正な支給 

・被認定者からの請求が円滑

に行われるためのきめ細かな

取組を進め、引き続き救済給

付の支給に係る事務を適切に

水準を大きく上回る成果が得られる見

込みと判断し、Ａ評定とするもの。 

 

＜今後の課題＞ 

 申請件数が増加傾向にあり、処理日

数の更なる大幅な短縮は厳しいと見込

まれるが、認定に係る平均処理日数を

維持していくため、環境大臣から求め

られる追加資料のうち病理標本の収集

については、医療機関から当該染色標

本に限らず可能な限り事前に資料を収

集し判定申出を行うなど、追加資料を

求められる割合を減らすよう努め、迅

速かつ適正な実施に向けた取組を着実

に実施していく必要がある。 

 

＜その他事項＞ 

特になし。 
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実施する。 

・認定更新の対象者が申請漏

れにより更新を受ける資格を

失うことのないよう、引き続

き、手続方法の案内、申請状

況の確認等を適切に実施す

る。 

 

４．その他参考情報 
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様式１－２－４－１ 中期目標管理法人 中期目標期間評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項）様式 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅰ－６－２ 救済給付の支給に係る費用の徴収 

関連する政策・施策 － 当該事業実施に係る根拠（個

別法条文など） 

石綿による健康被害の救済に関する法律（平成 18年法律第 4号）第 47条 

独立行政法人環境再生保全機構法第 10条第 1項第 7号 

当該項目の重要度、難易

度 

－ 関連する政策評価・行政事業

レビュー 

７．環境保健対策の推進 

 ７－３．石綿健康被害救済対策 

平成 30年度行政事業レビューシート 事業番号 0267 

 

２．主要な経年データ  

 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 基準値 

（前中期目標期間最

終年度値等） 

２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度  ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 

特別拠出金の徴

収率 

 100％ 100％ 100％ 100％ 100％  予算額（千円） 4,865,773 4,993,158 4,960,848 4,487,919  

        決算額（千円） 3,437,835 3,918,128 4,047,712 4,328,793  

        経常費用（千円） 3,459,627 3,921,107 4,048,762 4,338,899  

        経常利益（千円） － － － －  

        行政サービス実施コ

スト（千円） 

3,175,141 3,593,660 3,699,836 3,949,107  

        従事人員数 43 43 43 43  

注）予算額、決算額は支出額を記載。人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載 

３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 主な評価指標等 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 

  

救済給付の支給に

必要な費用を確保

するため、納付義

務者に対し制度へ

の理解を求め、拠

出金を徴収するこ

と。 

 

救済給付の支給

に必要な費用を

確保するため、

納付義務者に対

し制度への理解

を求め、適切に

拠出金を徴収す

る。 

＜主な定量的指

標＞ 

特別拠出金の徴

収率 

 

＜その他の指標

＞ 

－ 

 

＜評価の視点＞ 

・徴収すべき額を

確実に徴収して

＜主要な業務実績＞ 

（業務実績報告書から

の抜粋及び業務実績報

告書の引用箇所などを

記載） 

特別拠出金の対象と

なる特別事業主 4 者に

対し、毎年度当初に特

別拠出金の徴収決定額

の通知を行い、拠出金

の徴収・収納を着実に

行った。 

＜評定と根拠＞ 

自己評定：Ｂ   

 

評定理由： 

 特別事業主４社に対し、各

年度当初に特別拠出金の徴

収決定額の通知を行い、うち

２事業主から延納申請を受

け付け４期に分納されたが、

全納分及び延納分の徴収す

べき額を全て徴収した。今後

とも適切かつ着実な徴収を

評定 Ｂ 評定 － 

＜評定に至った理由＞ 

 徴収すべき特別拠出金（全納分及び延納

金）を、毎年度、計画に基づき適切かつ着

実に徴収・収納しており、中期目標の所期

の目標水準を達成できると見込まれるこ

とから、Ｂ評定とするもの。 

 

＜今後の課題＞ 

 引き続き適切かつ着実な徴収を行う必

要がある。 

 

－ 
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いるか。 行う。 

 

＜課題と対応＞ 

特別拠出金の徴収は、引き

続き着実な徴収を行うこと

とする 

 

 

＜その他事項＞ 

 特になし。 

 

４．その他参考情報 
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